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鶴田町ふるさと納税
返礼品協力事業者を募集します

　町では、ふるさと納税の推進を図るとともに町内産業の活性化を目的として、当町にふるさと納税として
寄附された方に対して、その寄附金額に応じた地元特産品等をお礼の品として贈呈することとしております。
　このため、ふるさと納税として寄附された方に贈呈する返礼品を供給する参加事業者を募集いたします。

■対象事業者（全ての条件を満たす者）

■返礼品の条件（①～③の条件を満たす者）

・町内に本社、支社、事業所または工場を有する法人または個人事業主
・各種法令等に沿った生産・製造・販売等を行っていること
・町税等の滞納がないこと

①鶴田町の魅力をＰＲできる商品であること
②いずれか１つの条件を満たすこと
　・鶴田町内で生産、製造、加工、栽培、販売等されているもの
　・町内で生産された原材料を主に使用したもの
　・町内で提供されているサービス
③品質や数量において安定供給が見込める商品であること

※ 上記のほか条件があります。返礼品の要件や申し込み等の詳細についてご案内します。ご興味のある方は、
下記までお問い合わせください。

■返礼品の例
鶴田町の農産物および農産加工品、工芸品、宿泊券、食事券など

■返礼品取り扱いの流れ

寄附者
（ふるさと納税者）

鶴田町
（ふるさと納税代行事業者） 返礼品提供事業者

②返礼品提供依頼②返礼品提供依頼

①寄附・返礼品の選択 ③返礼品の発送

④商品代金支払い④商品代金支払い

■返礼品協力事業者のメリット

■問い合わせ先：鶴田町役場企画観光課　まちづくり班　TEL 0173-22-2111

販路拡大 発送時にパンフレット等
同封で、他商品のPRに

出品手数料不要
送料無料

全国の方へ
商品のPR


